
5 － 横藤田誠先生略歴及び業績
　
　
　
　
　

横
藤
田
誠
先
生
略
歴
及
び
業
績

昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
十
二
月
二
十
九
日
生
ま
れ

〈
学
　
　
歴
〉

昭
和　

五
十
年
（
一
九
七
五
）　

四
月　

広
島
大
学
政
経
学
部
法
律
政
治
学
科　

入
学

昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）　

三
月　

広
島
大
学
政
経
学
部
法
律
政
治
学
科　

卒
業

昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）　

四
月　

広
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
修
士
課
程　

入
学

昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）　

三
月　

広
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
修
士
課
程　

修
了
（
法
学
修
士
）

昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）　

四
月　

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
博
士
後
期
課
程　

入
学

平
成　
　

元
年
（
一
九
八
九
）　

三
月　

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
博
士
後
期
課
程　

単
位
取
得
満
期
退
学

〈
職
　
　
歴
〉

平
成　
　

元
年
（
一
九
八
九
）　

四
月　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
平
成
三
年
三
月
ま
で
）

平
成　
　

三
年
（
一
九
九
一
）　

四
月　

宇
部
短
期
大
学
講
師
（
法
学
・
日
本
国
憲
法
・
労
働
法
担
当
）（
平
成
七
年
三
月
ま
で
）

平
成　
　

六
年
（
一
九
九
四
）　

七
月　

国
立
精
神
・
神
経
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
研
究
所
客
員
研
究
員
（
平
成
十
二
年
三
月
ま
で
）

平
成　
　

七
年
（
一
九
九
五
）　

四
月　

宇
部
短
期
大
学
助
教
授
（
日
本
国
憲
法
・
法
律
学
・
労
働
法
他
担
当
）（
平
成
十
年
三
月
ま
で
）
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平
成　
　

十
年
（
一
九
九
八
）　

四
月　

  

広
島
国
際
大
学
医
療
福
祉
学
部
医
療
福
祉
学
科
助
教
授
（
法
学
・
医
療
福
祉
法
制
／
行
政
論
他

担
当
）（
平
成
十
五
年
三
月
ま
で
）

平
成　

十
五
年
（
二
〇
〇
三
）　

四
月　

  

広
島
国
際
大
学
医
療
福
祉
学
部
医
療
福
祉
学
科
教
授
（
法
学
・
医
療
福
祉
法
制
／
行
政
論
・
社

会
保
障
論
他
担
当
）（
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
）

平
成　

十
八
年
（
二
〇
〇
六
）　

四
月　

  

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
政
シ
ス
テ
ム
専
攻
政
策
法
務
講
座
教
授
（
日
本
国
憲
法
・

統
治
シ
ス
テ
ム
論
・
基
本
的
人
権
・
現
代
法
政
策
論
他
担
当
）（
令
和
二
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）　

九
月　

  

ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
（
チ
ャ
ペ
ル
ヒ
ル
校
）
カ
ロ
ラ
イ
ナ
・
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究

員
（
平
成
二
十
七
年
一
月
ま
で
）

令
和　
　

二
年
（
二
〇
二
〇
）　

四
月　

  
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
人
文
社
会
科
学
専
攻
法
学
・
政
治
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
教

授
（
日
本
国
憲
法
・
統
治
シ
ス
テ
ム
論
・
基
本
的
人
権
・
現
代
法
政
策
論
他
担
当
）（
令
和
四
年

三
月
ま
で
）

令
和　
　

四
年
（
二
〇
二
二
）　

三
月　

同　

退
職

令
和　
　

四
年
（
二
〇
二
二
）　

四
月　

広
島
大
学
名
誉
教
授

〈
社
会
に
お
け
る
活
動
〉

平
成　
　

六
年
（
一
九
九
四
）　

七
月　

宇
部
市
個
人
情
報
保
護
対
策
審
議
会
委
員
（
平
成
十
年
三
月
ま
で
）

平
成　
　

九
年
（
一
九
九
七
）　

三
月　
「
季
刊
精
神
科
診
断
学
」（
日
本
評
論
社
）
編
集
委
員
（
平
成
十
五
年
休
刊
）

平
成　

十
一
年
（
一
九
九
九
）　

十
月　

広
島
県
介
護
保
険
審
査
会
委
員
（
平
成
十
七
年
三
月
ま
で
）
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平
成　

十
四
年
（
二
〇
〇
二
）　

十
月　

東
広
島
市
情
報
公
開
審
査
会
委
員
（
平
成
二
十
四
年
七
月
よ
り
会
長
）（
現
在
に
至
る
）

平
成　

十
四
年
（
二
〇
〇
二
）　

十
月　

国
立
病
院
機
構
賀
茂
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
倫
理
委
員
会
外
部
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成　

十
五
年
（
二
〇
〇
三
）　

四
月　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
て
ご
ー
す
運
営
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成　

十
七
年
（
二
〇
〇
五
）十
一
月　

  

広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
委
員
（
平
成
十
九
年
十
一
月
よ
り
第
二
部
会
長
）（
平

成
二
十
六
年
七
月
ま
で
）

平
成　

二
十
年
（
二
〇
〇
八
）　

四
月　

国
立
病
院
機
構
賀
茂
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
医
療
観
察
法
病
棟
外
部
審
査
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成　

二
十
年
（
二
〇
〇
八
）　

五
月　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｃ
Ａ
Ｐ
広
島
理
事
（
平
成
二
十
六
年
三
月
ま
で
）

平
成　

二
十
年
（
二
〇
〇
八
）　

十
月　

  

広
島
市
子
ど
も
の
権
利
条
例
（
仮
称
）
に
つ
い
て
意
見
を
聞
く
会
委
員
（
平
成
二
十
二
年
年
二

月
ま
で
）

平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）　

四
月　

東
広
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
委
員
長
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）　

四
月　

広
島
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
会
長
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）　

十
月　

  

広
島
県
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
会
長
（
広
島
県
障
害
者
自
立
支
援
協
議
会
部
会
長
）

（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）　

四
月　

広
島
県
障
害
者
自
立
支
援
協
議
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）　

四
月　

広
島
県
行
政
不
服
審
査
会
会
長
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）　

十
月　

広
島
県
医
療
安
全
推
進
協
議
会
委
員
（
令
和
四
年
十
月
ま
で
）

平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）十
二
月　

東
広
島
市
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
委
員
（
会
長
）（
現
在
に
至
る
）

平
成　

三
十
年
（
二
〇
一
八
）　

四
月　

  

東
広
島
市
高
齢
者
及
び
障
害
者
に
係
る
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
委
員
会
委
員
（
会
長
）（
現
在



8

に
至
る
）

平
成　

三
十
年
（
二
〇
一
八
）　

十
月　

広
島
市
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
委
員
（
会
長
）（
現
在
に
至
る
）

令
和　
　

二
年
（
二
〇
二
〇
）　

六
月　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｃ
Ａ
Ｐ
広
島
理
事
（
現
在
に
至
る
）

令
和　
　

四
年
（
二
〇
二
二
）　

三
月　

広
島
県
障
害
者
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
会
議
委
員
（
現
在
に
至
る
）

〈
所
属
学
会
〉

日
米
法
学
会

関
西
ア
メ
リ
カ
公
法
学
会

中
・
四
国
法
政
学
会

日
本
公
法
学
会

中
・
四
国
ア
メ
リ
カ
学
会

法
と
精
神
医
療
学
会
（
平
成
十
五
年
四
月
か
ら
理
事
）

日
本
医
事
法
学
会
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主
要
著
作
及
び
論
文
目
録

一
　
著
書

　
　〈
単
著
〉

　
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）

『
法
廷
の
な
か
の
精
神
疾
患
―
ア
メ
リ
カ
の
経
験
―
』 …
…

日
本
評
論
社

　
令
和
二
年
（
二
〇
二
二
）

『
精
神
障
害
と
人
権
―
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
が
試
さ
れ
る
―
』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

法
律
文
化
社

　
　〈
共
著
〉

　
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）

「
第
四
講　

基
本
的
人
権
の
保
障
」
道
廣
泰
倫
編
『
現
代
法
学
講
義
』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

法
律
文
化
社

　
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
６　

幸
福
追
求
権
」
畑
博
行
・
阪
本
昌
成
編
『
憲
法
フ
ォ
ー

ラ
ム
』 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

有
信
堂

　
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）

「
２
．
憲
法
」
粟
屋
剛
編
『
法
律
学
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
』…

法
律
文
化
社

　
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）

「
第
７
章　

人
権
の
解
剖
図
と
履
歴
書
」、「
第
８
章　

生
と
死
と
家
族
を

め
ぐ
る
憲
法
問
題
」
阪
本
昌
成
編
『
こ
れ
で
わ
か
る
⁉
憲
法
』（
第
二
版

平
成
十
三
年
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

有
信
堂

　
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）

「
第
６
章　

治
療
同
意
に
関
す
る
指
針
作
成
の
留
意
点
」
大
塚
俊
男
他
編

『
エ
ビ
デ
ン
ス
精
神
科
医
療
Ⅱ
精
神
分
裂
病
・
自
殺
予
防
・
治
療
同
意
』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
本
評
論
社

　
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）

「
第
２
章　

個
人
の
自
己
決
定
と
自
律
」
畑
博
行
編
『
現
代
法
学
入
門
』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

有
信
堂

　
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）

「
Ⅶ　

権
利
擁
護
の
た
め
に
」
日
本
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
研
究
会
編

『
介
護
保
険
時
代
の
医
療
福
祉
総
合
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
第
二
版
平
成
十
四

年
、
第
三
版
平
成
十
五
年
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
医
学
書
院

　
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）

「
第
３
章　

保
健
・
医
療
・
福
祉
を
支
え
る
法
制
度
」
立
石
宏
昭
・
宮
崎

徳
子
編
『
保
健
・
医
療
・
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
す
す
め
』（
第
二
版
平

成
十
九
年
、
第
三
版
平
成
二
十
二
年
） …
…
…
…
…
…
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

　
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）

「
Ⅷ　

権
利
擁
護
と
利
用
者
支
援
」
日
本
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
研
究

会
編
『
医
療
福
祉
総
合
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
二
〇
〇
六
年
度
版
〜

二
〇
一
〇
年
度
版
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
医
学
書
院

　
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）

「
第
21
講　

精
神
科
医
療
の
基
本
原
理
と
関
連
法
制
度
」
甲
斐
克
則
編
『
ブ
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リ
ッ
ジ
ブ
ッ
ク
医
事
法
』（
第
二
版
平
成
三
十
年
）…
…
…
…
…
…
信
山
社

「
人
の
生
死
と
法
―
人
知
の
及
ば
な
い
領
域
に
お
け
る
共
生
の
試
み
ー
」

青
木
孝
夫
編
『
21
世
紀
の
教
養
5　

知
の
根
源
を
問
う
』 …
…

培
風
館

「
第
１
講　

人
権
を
護
る
砦
――
憲
法
」、「
第
２
講　
「
臣
民
の
権
利
」と「
基

本
的
人
権
」
――
明
治
憲
法
か
ら
日
本
国
憲
法
へ
」、「
第
３
講　

人
権
は

無
制
限
？
――
人
権
制
約
の
原
理
」、「
第
６
講　

ド
ラ
え
も
ん
の
ポ
ケ
ッ

ト
？
――
幸
福
追
求
権
」、「
第
７
講　

心
の
自
由
は
渡
さ
な
い
!!!
――
精
神

的
自
由
権
」、「
第
８
講　

人
間
ら
し
く
生
き
た
い
――
生
存
権
」、「
第
12

講　

子
ど
も
は
人
権
の
主
体
？　

保
護
の
対
象
？
――
子
ど
も
の
人
権
」、

「
第
13
講　

障
害
が
あ
っ
て
も
自
分
ら
し
く
生
き
た
い
――
障
害
者
の
人

権
」、「
第
14
講　

路
上
に
生
き
る
――
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
権
」
横
藤
田
誠
・

中
坂
恵
美
子
著
『
人
権
入
門
―
憲
法
・
人
権
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
』（
第
二

版
平
成
二
十
三
年
、
第
三
版
平
成
二
十
九
年
、
第
四
版
令
和
三
年
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
文
化
社

　
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
るInsanity D

efense

――
合
憲
性
の
問
題
を
中
心
に

――
」
中
谷
陽
二
編
『
責
任
能
力
の
現
在
』…
…
…
…
…
…
…

金
剛
出
版

　
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）

「
第
８
章　

情
報
の
活
用
と
保
護
に
関
す
る
法
規
制
」
広
島
大
学
情
報
メ

デ
ィ
ア
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
情
報
化
社
会
へ
の
招
待
（
第
13
版
）』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
学
術
図
書
出
版
社

「
第
４
章　

平
等
な
社
会
に
不
可
欠
の
人
権
」、「
第
６
章　

人
と
人
と
の

つ
な
が
り
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
」
阪
本
昌
成
編
『
謎
解
き　

日
本
国
憲
法
』

（
第
二
版
平
成
二
十
八
年
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

有
信
堂

　
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）

「
第
１
章　

司
法
制
度
改
革
と
日
本
の
裁
判
」、「
第
７
章　

裁
判
は
医
療

被
害
者
を
救
済
で
き
る
か
」
横
藤
田
誠
編
著
『
裁
判
所
は
「
権
利
の
砦
」

た
り
う
る
か
』 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

成
文
社

　
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）

「
憲
法
か
ら
見
た
精
神
障
害
者
と
死
刑　

ア
メ
リ
カ
の
経
験
」
高
岡
健
・

中
島
直
編
『
死
刑
と
精
神
医
療
』 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

批
評
社

　
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）

「
第
３
章　

不
利
な
立
場
の
人
々
の
人
権
」
後
藤
玲
子
編
『
正
義
』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

「
小
児
医
療
と
子
ど
も
の
権
利
」
甲
斐
克
則
編
『
医
事
法
講
座
第
七
巻　

小
児
医
療
と
医
事
法
』 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

信
山
社

　
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
：
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
精
神
障
害
者
に
対
す
る
司
法
福

祉
」
宇
佐
見
耕
一
他
編
『
世
界
の
社
会
福
祉
年
鑑　

２
０
１
７　

第
17
集
』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

旬
報
社

　
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）

「
第
５
章　
「
障
害
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
」
政
策
の
歴
史
と
現
在
」
後
藤
玲

子
・
新
川
敏
光
編
『
新
版　

世
界
の
社
会
福
祉　

第
６
巻
「
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
／
カ
ナ
ダ
」』…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
旬
報
社

　
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）

「
精
神
科
医
療
の
基
本
原
理
と
関
連
法
制
度
」
甲
斐
克
則
編
『
医
事
法
講
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座
第
十
巻　

精
神
科
医
療
と
医
事
法
』 …
…
…
…
…
…
…
…
…

信
山
社

二
　
論
文
等

　
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）

「〔
論
文
紹
介
〕N

ote, A
dm

inistrative A
ction to End D

iscrim
ination 

B
ased on H

andicap : H
EW

's Section 504 R
egulation, 16 H

arv. J. 

Legis. (1979)

」

…
…
…
…
…
…
…
…
『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
八
一
―
二
（
日
米
法
学
会
）

　
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）

「〔
判
例
研
究
〕
堀
木
訴
訟
上
告
審
判
決
（
最
大
判
昭
五
七
・
七
・
七
）
に
つ

い
て
〜
年
金
と
児
童
扶
養
手
当
の
併
給
制
限
の
合
憲
性
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
広
島
法
学
』
六
巻
四
号
（
広
島
大
学
法
学
会
）

　
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）

「〔
ア
メ
リ
カ
判
例
研
究
〕 Youngberg v. R

om
eo, 457 U

.S.307
（1982

）

―
州
立
の
精
神
衛
生
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
精
神
薄
弱
者
は
、デ
ュ
ー
・

プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
安
全
の
権
利
お
よ
び
身
体
的
拘
束

か
ら
の
自
由
に
関
連
す
る
限
り
で
、
治
療
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」

…
…
…
…
…
…
…
…
『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
八
四
―
一
（
日
米
法
学
会
）

　
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）

「〔
ア
メ
リ
カ
判
例
研
究
〕
心
神
喪
失
者
の
死
刑
執
行
と
修
正
八
条
、
14
条

　

―Ford v. W
ainw

right,106 S.C
t.2595

（1986

）」

…
…
…
…
…
…
…
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
六
四
二
号
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）

　
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
精
神
病
者
と
憲
法
（
一
、二
、三
完
）
―
強
制
入
院

法
の
歴
史
的
展
開
―
」

…  

『
広
島
法
学
』「
一
」
十
二
巻
三
号
（
平
成
元
年
）、「
二
」
十
三
巻
二

号
（
平
成
元
年
）、「
三
完
」
十
四
巻
一
号
（
平
成
二
年
）（
広
島
法
学
会
）

　
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）

「M
orrison v. O

lson, 

―U
.S.

―
、108 S.C

t. 2597

（1988

）
―
政
府
倫

理
法
の
独
立
検
察
官
規
定
は
、
憲
法
第
二
編
二
節
二
項
の
任
命
条
項
や
第

三
編
に
違
反
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
執
行
部
の
権
能
に
不
当
に
干
渉
す

る
こ
と
に
よ
り
権
力
分
立
原
理
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
い
」

…
…
…
…
…
…
…
…
『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
八
九
―
二
（
日
米
法
学
会
）

「
精
神
障
害
者
の
治
療
を
受
け
る
権
利
と
裁
判
所
」
阪
本
昌
成
・
村
上
武

則
編
『
人
権
の
司
法
的
救
済
』（
畑
博
行
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
有
信
堂
）

　
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）

「
精
神
障
害
者
の
強
制
入
院
制
度
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
」

…  

『
宇
部
短
期
大
学
学
術
報
告
』
二
十
九
号
（
香
川
学
園
宇
部
短
期
大
学
）

　
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）

「
責
任
無
能
力
を
理
由
に
無
罪
と
な
っ
た
者
の
収
容
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題

〜
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
のFoucha

判
決（
１
９
９
２
年
）を
中
心
に
〜
」

…  
『
宇
部
短
期
大
学
学
術
報
告
』
三
十
一
号
（
香
川
学
園
宇
部
短
期
大
学
）

　
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）

「
精
神
病
院
入
院
患
者
の
治
療
の
法
的
規
制
に
関
す
る
国
際
的
動
向
」
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…  
『
宇
部
短
期
大
学
学
術
報
告
』第
三
十
二
号（
香
川
学
園
宇
部
短
期
大
学
）

　
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）

「
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
入
居
者
の
人
権
〜
そ
の
序
論
的
考
察
〜
」

…  

『
宇
部
短
期
大
学
学
術
報
告
』第
三
十
三
号（
香
川
学
園
宇
部
短
期
大
学
）

　
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）

「
人
権
論
の
現
在
―
「
不
利
な
立
場
の
人
々
」
の
視
点
か
ら
の
覚
書
」

…  

『
宇
部
短
期
大
学
学
術
報
告
』第
三
十
四
号（
香
川
学
園
宇
部
短
期
大
学
）

「
不
利
な
立
場
の
人
々
の
人
権
―
障
害
者
の
雇
用
を
め
ぐ
っ
て
」

…
…
…
…
…
…
『
私
学
研
修
』
一
四
七
・
一
四
八
号
（
私
学
研
修
福
祉
会
）

　
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）

「
精
神
障
害
者
の
欠
格
条
項
と
人
権
」

…  

『
精
神
保
健
研
究
』
第
十
一
号
（
国
立
精
神
・
神
経
セ
ン
タ
ー
精
神
保

健
研
究
所
）

「
法
廷
の
な
か
の
精
神
疾
患
（
1
）
〜
（
13
）」

…  

『
季
刊　

精
神
科
診
断
学
』　
（
1
）
九
巻
一
号
、（
2
）
九
巻
二
号
、

（
3
）
九
巻
三
号
（
以
上
平
成
十
年
）、（
4
）
十
巻
一
号
、（
5
）
十
巻

二
号
、（
6
）
十
巻
三
号
（
以
上
平
成
十
一
年
）、（
7
）
十
巻
四
号
、

（
8
）
十
一
巻
一
号
、（
9
）
十
一
巻
二
号
、（
10
）
十
一
巻
三
号
、

（
11
）
十
一
巻
四
号
（
以
上
平
成
十
二
年
）、（
12
）
十
二
巻
一
号
、

（
13
）
十
二
巻
二
号
（
以
上
平
成
十
三
年
）（
日
本
評
論
社
）

　
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）

「
医
療
と
福
祉
に
お
け
る
代
行
決
定
の
法
的
位
置
づ
け
」

…
…
…
…
…
…
…
『
季
刊
精
神
科
診
断
学
』
十
巻
一
号
（
日
本
評
論
社
）

　
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）

「
社
会
保
障
の
立
憲
的
統
制
―
生
存
権
理
論
史
と
そ
の
周
辺
―
」
阪
本
昌

成
編（
畑
博
行
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）『
立
憲
主
義
―
過
去
と
現
代
の
間
』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
有
信
堂
）

「
精
神
医
療
に
お
け
る
自
己
決
定
と
代
行
決
定
」

…
…
…
…
…
…
…
…
『
年
報
医
事
法
学
』
十
五
号
（
日
本
医
事
法
学
会
）

「
精
神
科
医
療
の
倫
理
的
側
面
に
お
け
る
法
的
判
断
」

…  

『
臨
床
精
神
医
学
講
座S12

（
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
イ
ッ
シ
ュ
ウ
第
12.
巻　

精
神
医
学
・
医
療
に
お
け
る
倫
理
と
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
』

（
中
山
書
店
）

「
精
神
科
薬
物
療
法
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
法
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
臨
床
精
神
薬
理
』
三
巻
十
二
号
（
星
和
書
店
）

「〔
論
文
紹
介
〕
精
神
医
療
と
法
――
革
命
は
成
就
し
た
の
か
？　

P
A

U
L S. 

A
PPELB

A
U

M
, A

LM
O

ST A
 R

EV
O

LU
TIO

N
 : M

EN
TA

L H
EA

LTH L
AW

 A
N

D 

TH
E L

IM
IT O

F C
H

A
N

G
E, O

xford U
niversity Press, 1994, pp. x +233

…
…
…
…
…
…
…
…
『
ア
メ
リ
カ
法
』
二
〇
〇
〇
―
一
（
日
本
法
学
会
）

　
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
精
神
医
療
を
め
ぐ
る
法
改
革
の
功
罪
」

…
…
…
…
…
…
…
『
法
と
精
神
医
療
』
十
五
号
（
法
と
精
神
医
療
学
会
）

「
文
献
紹
介
：
Ｔ
・
グ
リ
ッ
ソ
、
Ｐ
・
ア
ッ
ペ
ル
ボ
ー
ム
著
／
北
村
總
子
・

北
村
俊
則
訳
『
治
療
に
同
意
す
る
能
力
を
測
定
す
る
』（
日
本
評
論
社
、

平
成
十
二
年
）」…
…
…
…
年
報
医
事
法
学
十
六
号
（
日
本
医
事
法
学
会
）

　
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）
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「
治
療
の
終
結
・
中
断
と
治
療
者
の
法
的
責
任
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
こ
こ
ろ
の
科
学
』
百
十
号
（
日
本
評
論
社
）

「
十
分
な
判
断
能
力
の
な
い
患
者
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
（
講

座
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
概
念
と
作
業
療
法
）」

…
…
…
…
…
『
作
業
療
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
十
七
巻
十
号
（
三
輪
書
店
）

　
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）

「
強
制
治
療
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
正
当
化
根
拠
――
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
判
例
を

中
心
に
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
精
神
医
療
と
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
』

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
有
斐
閣
）

「
医
療
に
お
け
る
法
規
制
と
倫
理
」

…  

『
日
本
診
療
放
射
線
技
術
学
会
雑
誌
』
六
十
巻
八
号
（
日
本
診
療
放
射

線
技
術
学
会
）

　
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）

「
憲
法
か
ら
見
た
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
」

…
…
…
…
…
…
…
『
法
と
精
神
医
療
』
十
九
号
（
法
と
精
神
医
療
学
会
）

「
心
神
喪
失
者
の
死
刑
執
行
を
め
ぐ
る
法
的
議
論
―
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
判

例
を
中
心
に
―
」

…
…
…
…
『
精
神
神
経
学
雑
誌
』
百
七
巻
七
号
（
日
本
精
神
神
経
学
会
）

　
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）

「
法
廷
の
中
の
野
宿
生
活
者
問
題
」

…  

『
広
島
国
際
大
学
医
療
福
祉
学
科
紀
要
』
第
二
号
（
広
島
国
際
大
学
医

療
福
祉
学
科
）

「〔
判
例
研
究
〕
同
意
入
院
（
医
療
保
護
入
院
）
の
要
件
（
東
京
地
裁
平
成

二
年
十
一
月
十
九
日
判
決
〔
判
時
一
三
九
六
号
九
十
五
頁
〕）
別
冊
ジ
ュ

リ
ス
ト
『
医
事
法
判
例
百
選
』 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
有
斐
閣
）

　
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）

「
自
殺
の
憲
法
学
的
検
討
―
自
殺
の
権
利
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」

…
…
『
法
と
精
神
医
療
』
二
十
・
二
十
一
合
併
号
（
法
と
精
神
医
療
学
会
）

　
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）

「
書
評
：
中
谷
陽
二
編
集
代
表
『
精
神
科
医
療
と
法
』（
二
〇
〇
八
年
、
弘

文
堂
刊
、
Ａ
５
版
386
頁
）」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
年
報
医
事
法
学
二
十
四
号
（
日
本
医
事
法
学
会
）

　
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）

「
抗
精
神
病
薬
強
制
投
与
に
対
す
る
法
的
対
応
：
そ
の
国
際
的
動
向
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
臨
床
精
神
薬
理
』
十
四
巻
一
号
（
星
和
書
店
）

　
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）

「〔
判
例
研
究
〕
医
療
保
護
入
院
の
要
件
（
東
京
地
裁
平
成
二
十
二
年
四
月

二
十
三
日
判
決
〔
判
時
二
〇
八
一
号
三
十
頁
〕）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
医

事
法
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕』…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
有
斐
閣
）

　
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）

「
障
害
を
も
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
」（
特
集　

障
害
と
法
―
―
自
分
ら

し
い
一
生
を
選
択
す
る
た
め
に
）

…
…
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
七
四
五
号
（
二
〇
一
七
年
二
月
号
）（
有
斐
閣
）

　
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）

「
精
神
障
害
者
と
人
権
――
不
利
な
立
場
の
人
々
の
人
権
保
障
に
関
す
る
一

考
察
（
一
）」 …
…
…
『
広
島
法
学
』
四
二
巻
一
号
（
広
島
大
学
法
学
会
）
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平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）

「
非
自
発
入
院
の
正
当
化
根
拠
―
法
律
家
の
立
場
か
ら
―
」

…
…
…
…
…
…
『
法
と
精
神
医
療
』
三
十
三
号
（
法
と
精
神
医
療
学
会
）

　
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）

「
精
神
障
害
者
の
強
制
入
院
制
度
と
憲
法
学
」

…  

『
同
志
社
法
学
』
七
十
二
巻
四
号
（
四
一
四
号
）【
竹
中
勲
教
授
追
悼

記
念
論
集
】（
同
志
社
大
学
法
学
会
）

　
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）

「H
iroshim

a, A
m

erica, and the C
onstitution

」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
四
十
五
巻
四
号
（
広
島
大
学
法
学
会
）

「〔
判
例
研
究
〕
妄
想
型
統
合
失
調
症
に
よ
る
行
為
の
評
価
と
医
療
観
察
法

の
対
象
行
為
該
当
性
の
判
断
方
法
（
最
高
裁
平
成
二
十
年
六
月
十
八
日
第

三
小
法
廷
決
定
〔
刑
集
六
十
二
巻
六
号
一
八
一
二
頁
〕）
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

『
医
事
法
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕』 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
有
斐
閣
）


